豊田貞宝次世代産業地区　用地造成事業　計画段階環境配慮書
意見書用紙

「豊田貞宝次世代産業地区　用地造成事業　計画段階環境配慮書」について、環境の保全の見地からのご意見をお持ちの方は、意見書に必要事項をご記入のうえ、2025年11月7日（金）までに、縦覧場所に備え付けの意見書箱にご投函くださるか、郵送（当日消印有効）により下記の問い合わせ先へお寄せください。

お問い合わせ先（意見書の郵送先）
〒460-8501
愛知県名古屋市中区三の丸三丁目１番２号
愛知県　企業庁　企業立地部　工務調整課　宛
TEL　052－954－6688　（土曜・日曜・祝日を除く、9時から17時まで）

	ご氏名
	法人その他の団体にあっては、
法人名・団体名・代表者の氏名
	

	ご住所
	法人その他の団体にあっては、
主たる事務所の所在地
	〒



	【ご意見記入欄】（日本語により、意見の理由を含めて記載して下さい。）

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


注１：本用紙の情報は、個人情報保護の観点から適切に取扱います。
　２：この用紙に書ききれない場合は、裏面又は同じ大きさ（A4サイズ）の用紙をお使い下さい。
